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令和３年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  令和３年３月８日午前８時５７分 

─────────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

─────────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  山 本 哲 也        ２番  正 垣 耕 平 

      ３番  家根谷 美智子        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  中 井 照 恵        ６番  吉 本 和 広 

      ７番  田 上 明 人        ８番  松 井 孝 恵 

      ９番  樫 木 正 行       １０番  九 鬼 裕見子 

     １１番  山 本 明 生       １２番  木 本 眞 次 

─────────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  森 岡 真 輝  局 長 補 佐  樫 山 裕 子 

─────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 奥 田   誠  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 十 河 貴 子 

総務政策課長 水 口 和 洋  総 務 政 策 課 

企 画 員 
笠 松 昭 宏 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
中 島 正 博  総 務 政 策 課 

企 画 員 
芝   健 治 

税 務 課 長 平 尾 好 孝  住民生活課長 坂 本   厳 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
宮 本 真 里  住 民 生 活 課 

企 画 員 
木 村 陽 子 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
陸 平 志 保  住 民 生 活 課 

企 画 員 
瀬 田 和 哉 

産業建設課長 栗 田 信 孝  産 業 建 設 課 

企 画 員 
山 根 康 生 
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産 業 建 設 課 

企 画 員 
吉 田 忠 弘  上下水道課長 橋 本 秀 行 

上 下 水 道 課 

企 画 員 
谷 本   誠  教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
中 松 秀 夫 

教 育 委 員 会 

総 務 課 学 校 

給食センター 

所 長 

前 芝 由 希 

 
教 育 委 員 会 

生涯学習課長 
三 浦   誠 

 

─────────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 報告第 １号 令和２年度上富田町一般会計補正予算（第７号） 

  日程第 ５ 議案第 １号 上大中清掃施設組合規約の変更について 

  日程第 ６ 議案第 ２号 紀南環境広域施設組合規約の変更について 

  日程第 ７ 議案第 ３号 上富田町職員定数条例の一部を改正する条例 

  日程第 ８ 議案第 ４号 上富田町監査委員に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第 ５号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第１０ 議案第 ６号 上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第 ７号 上富田町介護保険条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第 ８号 令和２年度上富田町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第１３ 議案第 ９号 令和２年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算 

               （第３号） 

  日程第１４ 議案第１０号 令和２年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第２号） 

  日程第１５ 議案第１１号 令和２年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号） 

  日程第１６ 議案第１２号 令和２年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第 

               ３号） 

  日程第１７ 議案第１３号 令和２年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号） 

  日程第１８ 議案第１４号 令和２年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１９ 議案第１５号 令和２年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第２号） 
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  日程第２０ 議案第１６号 令和３年度上富田町一般会計予算 

  日程第２１ 議案第１７号 令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算 

  日程第２２ 議案第１８号 令和３年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算 

  日程第２３ 議案第１９号 令和３年度上富田町特別会計介護保険予算 

  日程第２４ 議案第２０号 令和３年度上富田町特別会計宅地造成事業予算 

  日程第２５ 議案第２１号 令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予算 

  日程第２６ 議案第２２号 令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予算 

  日程第２７ 議案第２３号 令和３年度上富田町特別会計奨学事業予算 

  日程第２８ 議案第２４号 令和３年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算 

  日程第２９ 議案第２５号 令和３年度上富田町特別会計公共下水道事業予算 

  日程第３０ 議案第２６号 令和３年度上富田町水道事業会計予算 

  日程第３１ 議案第２７号 令和３年度上富田町特別会計朝来財産区予算 

  日程第３２ 議案第２８号 和解及び損害賠償の額の決定について 

  日程第３３ 議案第２９号 公の施設の指定管理者の指定について 

  日程第３４ 議案第３０号 公の施設の指定管理者の指定について 

  日程第３５ 議案第３１号 町道路線の認定について 

  日程第３６ 議案第３２号 町道路線の変更について 

  日程第３７ 議案第３３号 町道路線の廃止について 

  日程第３８ 議案第３４号 町有財産の処分について 
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△開  会  午前８時５７分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから令和３年第１回上富田町議会定例会を開

会いたします。 

  新型コロナウイルス感染拡大が県内では少し落ち着きを見せておりますが、しかし、

いつ感染拡大になるかもしれません。皆様におかれましても、十分ご注意をしていただ

き、感染拡大につきましては、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１０番、九鬼裕

見子君、１１番、山本明生君を指名いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から３月２６日までの１９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は１９日間に決定いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 
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○事務局長（森岡真輝） 

  諸般の報告をいたします。 

  令和２年１２月定例会以降の議員活動並びに地方自治法第１２１条の規定により出席

要求した令和３年３月定例会の説明員については、お手元に配付しておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

  また、本定例会までに提出のありました意見書等につきましては、写しをお手元に配

付しておりますのでお目通しください。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締切りにつきましては、本日３月８日午後３時ま

でとなっていますので、質問内容を具体的に記入の上、通告されますようお願いいたし

ます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（大石哲雄） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  町長、奥田君。 

  暫時休憩をいたします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時００分 

───────────── 

再開 午前 ９時０１分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

○町長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  本日、ここに令和３年第１回上富田町議会定例会を招集しましたところ、議員各位に

おかれましては、公私とも誠にお忙しい中ご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。ま

た、平素は町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて感謝申し上げます。 

  いまだ鎮静化の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症につきましては、東京都や

大阪府などに３月７日まで緊急事態宣言が発令されていましたが、首都圏以外は２月末

に緊急事態宣言の解除が行われ、感染状況は落ち着いてきているようですが、油断は禁

物です。上富田町としましても、国からのワクチンの提供を受け、感染症予防と重症化

の防止、蔓延を防ぐ集団免疫の獲得のため、対象住民へのワクチンの接種の実現に向け
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て準備を進めています。 

  今後は、国の示す優先順位に沿って医療従事者や高齢者からワクチン接種を進めてい

くことになりますが、ワクチンの到着時期や接種に当たっての医師や看護師の準備の状

況にも左右されることから、具体的な時期が定まっておらず対応に苦慮している状況で

す。しかし、一刻も早く無事にワクチン接種を完了し、町内及び日本全国で新型コロナ

ウイルス感染症が終息するよう願い、ワクチン接種を進めていきたいと考えていますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。 

  さて、本定例会に上程しご審議をお願いします議案につきましては、報告事項として

令和２年度一般会計補正予算１件、議題として規約の一部改正２件、条例の一部改正５

件、令和２年度一般会計・特別会計補正予算８件、令和３年度一般会計・特別会計予算

１２件、和解及び損害賠償の額の決定について１件、公の施設の指定管理者の指定につ

いて２件、町道路線の認定・変更・廃止３件、町有財産の処分について１件の計３５件

であります。 

  なお、追加議案として、上富田町固定資産評価審査委員会委員の選任及び上富田町教

育委員会教育長の任命の人事案件２件について本定例会に上程させていただきますので、

何とぞご承認賜りますようお願い申し上げます。 

  それでは、本年の第１回定例会に際しまして、重要議案を提案するに当たり、基本方

針を申し上げ、議員各位のご理解を賜りたいと存じます。 

  令和３年になりますが、厳しい財政状況には変わりなく、新型コロナウイルス感染症

への対応と地域経済の活性化対策の両立を目指すとともに、引き続き効率的で持続可能

な行政運営を確保するためのなお一層の取組を進めてまいります。 

  令和３年度の一般会計当初予算の編成に当たり、今般策定することとなる第５次上富

田町総合計画及び５年計画の２年目となる第２次上富田町まち・ひと・しごと創生総合

戦略を基本とし、国の制度改正や新規施策の動向、経済情勢を見極め、地方財政措置の

動向に留意し、子ども医療費や学校給食のランニングコスト、学校施設の整備、公共施

設の更新等の財源確保に向け、従前からの経費の節減をなお一層進めるとともに、事務

事業の見直し、徹底した行財政改革により将来の財政負担の抑制を図るよう職員に指示

しています。基本的には基金などを取り崩さないように予算編成を進めてきましたが、

財源不足が生じたため、財政調整基金からの繰入れとして措置しています。 

  職員には、今後も非常に厳しい財政状況が続くことを認識させるとともに、また、議

員、町民の皆様にも財政の厳しさをご理解いただき、ご協力をお願いしたいと思ってい

ます。 

  また、予算執行に当たっては、監査委員の指摘事項を十分に反映し取り組んでまいり
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ますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、議案日程に従いまして、その概要をご説明申し上げます。 

  報告第１号につきましては、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第７号）でござ

います。今回、補正前の額に１，２０５万８，０００円を追加し、予算総額を８５億９，

８５１万９，０００円と定めています。 

  補正予算の概要は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種に向け、接種体

制の確保や事務に関する必要な経費を見込み、１月１４日付で専決処分したものでござ

います。令和２年度分としては、医療従事者４５０人分と高齢者２，０００人分のワク

チン接種を見込み措置しています。 

  一方、歳入につきましては、国庫支出金などを見込み措置しています。 

  次に、議案第１号につきましては、上大中清掃施設組合規約の変更についてでござい

ます。この規約は令和３年３月３１日、じんかい処理施設の閉所に伴い、閉所後の共同

事務の内容及び事務所の位置が変更となるため、上大中清掃施設組合規約を改正するも

のであります。 

  次に、議案第２号につきましては、紀南環境広域施設組合規約の変更についてでござ

います。この規約は、紀南広域廃棄物最終処分場の完成に伴い、紀南環境広域施設組合

の事務所の位置が変更となるため、紀南環境広域施設組合規約を改正するものでありま

す。 

  次に、議案第３号につきましては、上富田町職員定数条例の一部を改正する条例案で

ございます。この条例は、執行機関に所属する職員及び定数外の職員を明確にするため

の改正で、選挙管理委員会と監査委員に所属する職員については、町長部局の職員をも

って兼務させることを明確に規定し、派遣職員や休職中の職員については、定数外とす

る旨の規定を追加するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第４号につきましては、上富田町監査委員に関する条例の一部を改正する

条例案でございます。この条例は、定数条例の改正に合わせて監査委員の事務を補助さ

せるための職員についての規定を追加するため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

  次に、議案第５号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例案でございます。この条例は、国民健康保険税の税率を改正するものであり、県の示

した標準保険料率を参考とした税率改正となり、平均で減額改定をするものであります。 

  次に、議案第６号につきましては、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例

案でございます。この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する

法律の改正に伴い、当該条例での新型コロナウイルス感染症の定義を新たに規定するた
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め、本条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第７号につきましては、上富田町介護保険条例の一部を改正する条例案で

ございます。この条例は、令和３年度から５年度までの３年間を単位とした計画期間ご

とに市町村介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、設定する保険料

率を改正するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第８号につきましては、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第８号）

でございます。今回、補正前の額に１，９４７万７，０００円を増額し、予算総額を８

６億１，７９９万６，０００円と定めています。補正予算の概要は、総務費では、さわ

やか上富田まちづくり寄附金の１億２，０００万円の増加を見込み、返礼品や基金積立

てなどを措置しています。民生費では、障害福祉費で９９９万円の減額補正、子ども医

療費で６９３万５，０００円の減額補正、保育所運営費で１，４９２万９，０００円を

減額補正しています。また、衛生費や商工費、土木費、教育費につきましても、決算見

込みに応じて事業経費を減額補正しています。 

  一方、歳入につきましては、条例や国庫支出金、県支出金、町債などを見込み措置し

ています。 

  次に、議案第９号、令和２年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）から議案第１５号、令和２年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２

号）までの７議案につきましては、事業費の見直しによる補正を行っています。 

  次に、議案第１６号、令和３年度上富田町一般会計予算から議案第２７号、令和３年

度上富田町特別会計朝来財産区予算までの１２議案につきましては、議会会期中に予算

審査特別委員会を開催していただき、ご審査をいただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

  次に、議案第２８号につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでござい

ます。新型コロナウイルス感染症拡大等の状況に鑑み、集団検診の中止及び延期による

医師の派遣料等相当分の支払いをするため、和解及び損害賠償額の額について議決を求

めるものです。 

  次に、議案第２９号につきましては、公の施設の指定管理者の指定についてでござい

ます。この議案は、上富田町地域福祉センターについて、上富田町公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、社会福祉法人上富田町社会福祉

協議会を指定管理者として引き続き指定するものであります。 

  次に、議案第３０号につきましては、公の施設の指定管理者の指定についてでござい

ます。この議案は、上富田町の体育施設のうち上富田スポーツセンター、上富田町若も

の広場、市ノ瀬体育館の３施設について、上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手
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続等に関する条例第５条の規定により、一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会

を指定管理者として引き続き指定するものであります。 

  次に、議案第３１号、町道路線の認定から議案第３３号、町道路線の廃止までの３議

案につきましては、町道路線の現状に合わせて認定・変更・廃止をお願いするものでご

ざいます。 

  次に、議案第３４号につきましては、町有財産の処分についてでございます。この議

案は、朝来字荒堀地区にございました旧畜産団地付近を一体地として売却するものであ

ります。今回、上富田町朝来字荒堀３５４８番７外１３筆、約２万８７２平方メートル

を６，０００万円で株式会社尾花組に売却するもので、地方自治法第９６条第１項第８

号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  以上が本定例会に上程します諸議案の概要であります。詳細につきましては、担当課

長、企画員に説明させますので、ご審議の上、ご承認賜りますよう何とぞよろしくお願

い申し上げます。 

  最後に、令和３年度の職員体制についてですが、まず、令和３年４月１日付で職員６

名を新規採用します。職員の人事交流につきまして、現在、町で受け入れている派遣職

員は、和歌山県警察本部からの派遣職員１名となりますが、３月末で帰任することから、

警察本部には引き続き１名の派遣を要請し、令和３年度における町への派遣職員は１名

になります。 

  また、和歌山地方税回収機構及び上大中清掃施設組合へ派遣している町職員２名が帰

任いたしますが、今回新たに田辺市へ１名の職員を派遣します。現在、和歌山県後期高

齢者医療広域連合及び和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合にそれぞれ１名の職

員を派遣していますので、令和３年度における町からの派遣職員は３名となります。 

  一方、令和２年度末で退職予定者は９名となっています。これにより派遣している職

員を除く職員数につきましては、令和２年４月１日現在では１２４名、令和３年４月１

日現在では１２２名となり、職員数は２名の減少となります。さらに育児休業中の職員

が３名いますので、全体で不足する部署につきましては、会計年度任用職員を採用する

ことで当面は乗り切りたいと考えています。 

  今後とも、継続して行財政改革の推進を図り、事務事業の遂行と住民サービスの向上

に努める所存でありますので、議員各位におかれましても、ご理解と変わらぬお力添え

をお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第４ 報告第１号～日程第３８ 議案第３４号 
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○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第４ 報告第１号、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第７号）か

ら日程第３８ 議案第３４号、町有財産の処分についての３５件を一括議題といたしま

す。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課企画員、中島君。 

○総務政策課企画員（中島正博） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、報告第１号について説明をいたします。 

  報告第１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１号、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１号、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  令和２年度上富田町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２０５万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８５億９，８５１万９，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年１月１４日専決、上富田町長奥田誠。 

  この補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種に向

けて接種対象の確保や事務に関する経費を見込み、当時は２月にも接種が始まるという

ことでございましたので、１月１４日付で専決処分をしたものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １５款国庫支出金、補正前の額に９９９万１，０００円を追加し、２７億３，１０７

１，０００円と定めています。 

  １９款繰入金２０６万７，０００円を追加。 
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  以上、歳入合計では、補正前の額に１，２０５万８，０００円を追加、８５億９，８

５１万９，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  ４款衛生費、補正前の額に１，２０５万８，０００円を追加し、８億５，３５５万円

と定めています。 

  歳出合計では、補正前の額に１，２０５万８，０００円を追加、８５億９，８５１万

９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、このページから５ページ

までは、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  内訳につきまして、歳出から説明いたしますので、８ページをお願いいたします。 

  ８ページでございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費で１，２０５万８，０００円を追加、主な

ものは右のページです。８節報償費、集団接種に係る医師の謝礼金を措置してございま

す。 

  次のページは、今回の補正を反映した給与費明細書です。恐れ入りますが、お目通し

をお願いいたします。 

  それでは、歳入の説明をいたしますので、６ページをお願いいたします。 

  ６ページ、歳入でございます。 

  １５款国庫支出金、１項国庫負担金で５０７万１，０００円を追加、２項国庫補助金

で４９２万円を追加。 

  １９款繰入金、２項基金繰入金で２０６万７，０００円を追加しております。 

  以上が今回の補正予算の内容でございます。何とぞご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、瀬田君。 

○住民生活課企画員（瀬田和哉） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第１号から第２号についてご説明いたします。 

  まず、議案第１号、上大中清掃施設組合規約の変更について。 

  地方自治法第２８６条第１項の規定により、上大中清掃施設組合規約を別紙のとおり

変更することについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 
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  次のページをお願いします。 

  上大中清掃施設組合規約の一部を改正する規約（案）。 

  上大中清掃施設組合規約の一部改正。 

  上大中清掃施設組合規約の一部を次のように改正する。 

  第３条を次のように改める。 

  第３条、この組合は、この組合が設置したじんかい処理施設の維持管理及び解体撤去

に関する事務を共同処理する。 

  第４条中、「市ノ瀬１８６２番地の施設」を「朝来７６３番地の上富田町役場」に改

める。 

  改正の理由としまして、令和３年３月３１日付でじんかい処理施設であります上大中

クリーンセンターの閉所に伴い、閉所後の共同事務の内容及び事務所の位置が変更とな

るため、上大中清掃施設組合規約について所要の改正を行うものでございます。 

  附則としまして、この規約は令和３年４月１日から施行するとしております。 

  参考資料としまして新旧対照表も添付しております。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

  続きまして、議案第２号をお願いします。 

  議案第２号、紀南環境広域施設組合規約の変更について。 

  地方自治法第２８６条第１項の規定により、紀南環境広域施設組合規約を別紙のとお

り変更することについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  紀南環境広域施設組合規約の一部を改正する規約（案）。 

  紀南環境広域施設組合規約の一部改正。 

  紀南環境広域施設組合規約の一部を次のように改正する。 

  第４条中、「元町２２９１番地の６」を「稲成町２６７０番地」に改める。 

  改正の理由としまして、紀南広域廃棄物最終処分場の完成に伴い、紀南環境広域施設

組合の事務所の位置が変更となるため、紀南環境広域施設組合規約について所要の改正

を行うものでございます。 

  附則としまして、この規約は令和３年５月１日から施行するとしております。 

  参考資料としまして新旧対照表も添付しております。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、水口君。 
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○総務政策課長（水口和洋） 

  おはようございます。 

  私からは、議案第３号、議案第４号についてご説明申し上げます。 

  議案第３号、上富田町職員定数条例の一部を改正する条例。 

  上富田町職員定数条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町職員定数条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町職員定数条例の一部改正。 

  上富田町職員定数条例の一部を次のように改正する。 

  この条例につきましては、執行機関に所属する職員及び定数外の職員を明確にするた

めの改正で、選挙管理委員会と監査委員に所属する職員については、町長部局の職員を

もって兼務させていることを明確に規定し、派遣職員や休職中の職員については、定数

外とする旨の規定を追加するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  附則で、この条例は令和３年４月１日から施行するとしてございます。 

  参考資料としまして、新旧対照表を２ページから添付しておりますので、ご参照をよ

ろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  次に、議案第４号をお願いいたします。 

  議案第４号、上富田町監査委員に関する条例の一部を改正する条例。 

  上富田町監査委員に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町監査委員に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町監査委員に関する条例の一部改正。 

  上富田町監査委員に関する条例の一部を次のように改正する。 

  この条例につきましては、上富田町職員定数条例の一部改正に合わせまして、監査委

員の事務を補助させるための職員についての規定を追加するため、本条例の一部を改正

するものであります。 

  附則で、この条例は令和３年４月１日から施行するとしてございます。 

  参考資料としまして、新旧対照表を２ページに添付しておりますので、ご参照をよろ

しくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（大石哲雄） 

  税務課課長、平尾君。 

○税務課長（平尾好孝） 

  よろしくお願いします。 

  それでは、私のほうからは、議案第５号をご説明申し上げます。 

  議案第５号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部改正。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、２月１７日に開催されました国民健康保険運営協議会に

おいて、その賦課割合と保険税率の改正の諮問を行いましたので、それに伴う条例改正

となっております。 

  賦課割合につきましては、令和９年度から県下統一の割合に少しずつ合わせていくよ

う資産割の割合を下げ、均等割の割合を上げています。 

  また、保険税率につきましては、国保の基金から１億円を取り崩し、前年度と比べ低

い保険税率となっており、被保険者の方々にとっては負担が軽減されたものとなってお

ります。 

  ２ページに附則として第１項に、この条例は令和３年４月１日から施行すると定めて

おります。 

  また、第２項には適用区分を定めております。 

  参考資料として、３ページ以降、新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをよ

ろしくお願いします。 

  以上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、陸平君。 

○住民生活課企画員（陸平志保） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第６号について説明させていただきます。 

  議案第６号、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険条例の一部を別紙のように改正する。 
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  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町国民健康保険条例の一部改正。 

  上富田町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  今回の改正につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する

法律の施行に伴い、当該条例で引用する同法の新型コロナウイルス感染症の定義を規定

する附則が削られたことにより、新型コロナウイルス感染症の定義を改める必要がある

ため、本条例の一部を改正するものでございます。 

  附則第３項中、「新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定する新

型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る）である感染症をいう。

以下同じ。）」に改める。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行するとしてございます。 

  参考資料としまして、２ページに新旧対照表を添付しておりますので、お目通しのほ

どよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、宮本君。 

○住民生活課企画員（宮本真里） 

  お願いします。 

  私からは、議案第７号についてご説明いたします。 

  議案第７号、上富田町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  上富田町介護保険条例の一部を別紙のように改正する。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町介護保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  上富田町介護保険条例の一部を次のように改正する。 

  本条例につきましては、第８期の上富田町介護保険料の基準月額を７，３７５円に改

定させていただきますので、そのことに伴う所要の改正を行うものです。 

  ３ページの参考資料、新旧対照表をお願いします。 
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  第３条中、「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改めています。 

  第３条に定める保険料の額につきましては、各号のとおり改めさせていただきます。

第１号では「４万６，９００円」から「４万４，２００円」に、第２号及び第３号は

「７万４００円」から「６万６，３００円」に、第４号では「８万４，５００円」から

「７万９，６００円」に、第５号では「９万３，９００円」から「８万８，５００円」

に、第６号では「１１万２，７００円」から「１０万６，２００円」に、第７号では

「１２万２，１００円」から「１１万５，０００円」に、第８号では「１４万９００

円」から「１３万２，７００円」に、第９号では「１５万９，７００円」から「１５万

４００円」にそれぞれ改めさせていただきます。 

  １ページにお戻りください。 

  附則として１項で、この条例は令和３年４月１日から施行するとしています。 

  ２項で、経過措置として、改正後の第３条の規定は令和３年度分の保険料から適用し、

令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるとしています。 

  ３項から５項では、令和３年から令和５年度における保険料率の特例として、第３条

第１号に該当する保険料率について、同項の規定にかかわらず２万６，５００円、第２

号に該当する保険料率を同号の規定にかかわらず４万４，２００円、第３号に該当する

保険料率を同号の規定にかかわらず６万１，９００円とするとしています。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、中島君。 

○総務政策課企画員（中島正博） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第８号についてご説明をいたします。 

  議案第８号、令和２年度上富田町一般会計補正予算（第８号）。 

  令和２年度上富田町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，９４７万７，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８６億１，７９９万６，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の追加・変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款町税、補正前の額から２００万円を減額、１７億４５２万３，０００円と定めて

おります。 

  １０款地方特例交付金、補正前の額に７２３万８，０００円を追加。 

  １３款分担金及び負担金、補正前の額に９２万２，０００円を追加。 

  １４款使用料及び手数料、補正前の額から６８７万９，０００円を減額。 

  １５款国庫支出金、補正前の額から１，２８８万３，０００円を減額。 

  １６款県支出金、補正前の額から１，５２７万７，０００円を減額。 

  １７款財産収入、補正前の額に５，７１８万４，０００円を追加。 

  １８款寄附金、補正前の額に１億２，２３２万７，０００円を追加。 

  １９款繰入金、補正前の額から１億３，８３７万３，０００円を減額。 

  ２１款諸収入、補正前の額から３７８万２，０００円を減額。 

  ２２款町債、補正前の額に１，１００万円を追加。 

  以上、歳入合計では、補正前の額に１，９４７万７，０００円を追加し、８６億１，

７９９万６，０００円と定めています。 

  次のページ、３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款議会費、補正前の額から１１５万９，０００円を減額、９，２５４万９，０００

円と定めています。 

  ２款総務費、補正前の額に１億１，５０７万６，０００円を追加。 

  ３款民生費、補正前の額から４，１５１万４，０００円を減額。 

  ４款衛生費、補正前の額から６９２万７，０００円を減額。 

  ５款農林水産業費、補正前の額に１９２万３，０００円を追加。 

  ６款商工費、補正前の額から１，０８２万円を減額。 

  ７款土木費、補正前の額から１，０２３万円を減額。 

  ８款消防費、補正前の額に１５５万円を追加。 

  次のページをお願いします。 

  ９款教育費、補正前の額から２，７４２万２，０００円を減額。 

  １０款災害復旧費、補正前の額から１００万円を減額。 

  以上、歳出合計では、補正前の額に１，９４７万７，０００円を追加し、８６億１，
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７９９万６，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」、追加です。 

  減収補塡債、限度額１，５００万円と定めています。起債の方法、利率償還の方法は

当初予算のものと変更ございません。 

  次のページをお願いします。 

  次のページ、６ページ、変更でございます。 

  紀南環境広域最終処分場整備事業、限度額を１億３，４２０万円と定めています。 

  道路橋梁等整備事業債では限度額を５７０万円。 

  消防指令システム高度化整備事業では１，１００万円。 

  消防施設整備事業では５７０万円。 

  学校教育施設整備事業では２，５６０万円。 

  公共土木施設災害復旧事業では１，５８０万円とそれぞれ定めております。こちらも

起債の方法、利率償還の方法は、補正前のものと変わりございません。 

  次のページをお願いします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、このページから９ページ

までは、恐れ入ります、お目通しをお願いいたします。 

  内訳につきまして、歳出から説明いたしますので、２６ページをお願いします。 

  ２６ページでございます。歳出です。 

  今回の補正では、事業費の精算や決算見込みに基づきまして減額補正を行っておりま

す。また、職員の人件費関連では、１２月に支給をいたしました期末手当について支給

月数を引き下げたことによる精査、多くは減額でございますが、を行っております。 

  以下では、追加補正したものを中心にご説明をいたします。 

  １款議会費、１項議会費では１１５万９，０００円の減額でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で１３８万６，０００円の追加、主な

ものは、２７ページ、３節職員手当等で、今回の４月１日の機構改革に伴って机の移動、

そのほか時間外あるいは場合によって土日に出てきて行います。その分を総務費の款で

合わせて措置しております。その分でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２目財産管理費、以下、それぞれ減額をしてございます。 

  ６目みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業費１億８，６４５万４，０００円

の追加、これはいわゆるふるさと納税、ふるさと寄附金の該当する目でございまして、

右のページ、２９ページで申しますと、８節報償費の記念品代、次のページをお願いし
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ます。１２節役務費のさわやか上富田まちづくり寄附金取扱手数料、２５節の積立金、

さわやか上富田町づくり基金積立金をそれぞれ措置しているものでございます。 

  ７目人権推進費、以下、それぞれ減額でございます。 

  次のページ、３２ページをお願いします。 

  １０目特別定額給付金事業費、昨年５月、６月、７月あたりに行いましたいわゆる１

０万円の給付事業の部分でございます。事業の精査を行いまして、１，４００万円ほど

の減額でございます。 

  １１目生活支援給付金事業費、これはこの１月、２月に行いました５，０００円の追

加の給付事業費でございます。こちらも事業精査を行いまして、９０万円ほどの減額で

ございます。 

  以上、総務費合計でいたしますと、１億１，７４３万９，０００円の追加でございま

す。失礼しました。総務費の１項の総務管理費といたしまして、１億円余りの追加でご

ざいます。 

  ２項徴税費、それぞれ減額してございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３項戸籍住民基本台帳費、こちらも２万３，０００円の減額でございます。 

  ４項選挙費１８６万７，０００円の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ５項統計調査費４万４，０００円を追加してございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費で、次のページをお願いいたします。合計で２，０００

万１，０００円の減額でございます。 

  ２項児童福祉費、次のページをお願いいたします。こちらも児童福祉費合計で２，１

５１万３，０００円の減額でございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費の１目保健衛生総務費で４１４万１，０００円の追加、

次のページをお願いします。こちら１９節負担金補助及び交付金で、紀南病院組合への

負担金の増額を措置したものでございます。 

  次、２目予防費、以下、それぞれ増減がございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  保健衛生費の合計で１１５万３，０００円の追加でございます。 

  ２項清掃費８０８万円を減額してございます。 

  ５款農林水産業費、１項農業費の次のページをお願いします。２目農業総務費で５４

７万４，０００円の追加、主なものは、１９節負担金、補助及び交付金の４番目、県営

中山間総合農地防災事業費負担金、県が工事を行っていますため池の地元負担金を措置
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したものでございます。 

  次、３目農業振興費、以下、それぞれ増減がございます。 

  次のページをお願いします。 

  １項農業費全体では３９５万３，０００円の追加でございます。 

  ２項林業費２０３万円を減額してございます。 

  ６款商工費１項商工費、１目商工総務費で２，８０２万１，０００円の追加、主なも

のは次のページをお願いいたします。 

  ２５節積立金、事業所立地促進基金積立金で６，０００万円の措置、これは後の議案

でもご報告いたします畜産団地の用地売却収入をそのまま積立金に措置するものでござ

います。 

  次、２目かみとんだ地域元気商品券支給事業費、こちらは昨年の夏前に行いました最

初の商品券３，０００円の支給事業の部分でございます。事業終了に伴いまして精算を

して３７０万円の減額です。 

  続いて、３目かみとんだ地域元気活性化商品券支給事業費、これは秋に行いました７，

０００円分の商品券の支給でございます。こちらも事業終了に伴いまして精算をしまし

て、２８９万１，０００円の減額でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ４目上富田町内事業者持続化支援事業費、これは年末から以降行いました事業者に対

する５万円、１０％売上げが減少した事業所等に５万円ほどを一律で補助をさせていた

だく事業でございますが、こちらも精算をいたしまして３，２０３万円ほどの減額、商

工費全体で申しますと、１，０８２万円の減額となってございます。 

  ７款土木費、１項土木管理費６８万４，０００円の減額。 

  ２項道路橋梁費、次のページをお願いいたします。１９９万円の減額。 

  ３項河川費、こちらも河川費合計で５１３万１，０００円の減額。 

  ４項都市計画費、全体で１９９万４，０００円の減額。 

  次のページをお願いします。 

  ５項住宅費４３万１，０００円を減額しています。 

  ８款消防費、１項消防費、次のページをお願いします。消防費全体で１５５万円を追

加しております。 

  ９款教育費、１項教育総務費２０万２，０００円の追加。 

  ２項小学校費、次のページをお願いいたします。小学校費全体で、合計で８２１万２，

０００円の減額でございます。 

  ３項中学校費、次のページをお願いします。中学校費全体で１万２，０００円の減額
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でございます。 

  ４項社会教育費です。１目社会教育総務費の減額でございます。 

  ２目涯学習事業費、以下、それぞれ減額してございます。 

  次のページをお願いします。 

  ６６ページも、５目青少年対策費、以下、それぞれ減額をしてございます。 

  次のページをお願いします。 

  ６８ページは、９目文化会館運営費です。こちらも６００万円ほどの減額をしてござ

います。 

  以上、社会教育費全体の合計で１，３５１万１，０００円の減額でございます。 

  ５項保健体育費、次のページをお願いします。保健体育費全体で５８８万９，０００

円の減額でございます。 

  １０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費５０万円の減額。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、次のページをお願いします。こちらも５０万円の減額

でございます。 

  次のページ、７４ページは、今回の補正を反映した給与費明細書でございます。恐れ

入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  それでは、歳入の説明をいたしますので、１０ページをお願いいたします。 

  １０ページ、歳入でございます。 

  今回の補正では、税や交付金、使用料、手数料、その他につきましては収入見込額を

精査し、それぞれ追加または減額の補正をいたしております。 

  また、歳出におきまして、事業費の精算や決算見込みにつきまして減額補正を行って

おります。それに合わせまして、国や県からの補助金をいただいて行っている事業につ

きましても、減額補正をしている部分に相当する国費、県費の減額をしてございます。 

  以下の説明では主なものだけご説明をいたします。 

  １款町税、１項町民税、合計で２，９００万円の追加です。 

  ２項固定資産税３，５００万円の減額。 

  ３項軽自動車税４００万円の追加。 

  １０款地方特例交付金、１項減収補塡特例交付金７２３万８，０００円の追加。 

  １３款分担金及び負担金、１項負担金５７万８，０００円の減額。 

  次のページをお願いします。 

  ２項分担金１５０万円の追加。 

  １４款使用料及び手数料、１項使用料１２９万９，０００円の減額。 

  ２項手数料、衛生手数料、以下、合計いたしまして５５８万円の減額。 
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  １５款国庫支出金、１項国庫負担金、次のページをお願いいたします。総務費、民生

費、合計いたしまして国庫負担金の減額が２，４６７万円の減額でございます。 

  ２項国庫補助金、総務費国庫補助金、以下、各項目の増減で、次のページをお願いい

たします。国庫補助金合計で１，１７７万８，０００円の追加でございます。 

  ３項委託金９，０００円の追加でございます。 

  １６款県支出金、１項県負担金、合計で１，１２３万５，０００円の減額。 

  ２項県補助金、次のページをお願いいたします。各目合計で４１０万７，０００円の

減額。 

  ３項委託金６万５，０００円を追加しております。 

  次のページをお願いします。 

  １７款財産収入、２つの目合計で５，７１８万４，０００円の追加、１目不動産売払

収入は畜産団地の売却益、売却収入でございます。 

  １８款寄附金、１項寄附金１億２，２３２万７，０００円の追加、大きなものはいわ

ゆるふるさと納税部分、さわやか上富田町づくり寄附金１億２，０００万円の追加をし

てございます。 

  １９款繰入金、２項基金繰入金で、１目さわやか上富田まちづくり基金繰入金、これ

はふるさと納税からの部分で増えた部分でございますが、その基金からの繰入金を措置

してございます。 

  次のページをお願いします。 

  ４目事業所等立地促進基金繰入金、当初予算のうち執行全額を、２，４００万円全額

を減額補正してございます。 

  ６目財政調整基金繰入金、補正の前から１億７，６３０万１，０００円を減額してご

ざいます。 

  ３項財産区繰入金１８５万７，０００円を減額。 

  ２１款諸収入、２項雑入で、次のページをお願いします。雑入合計で３７８万２，０

００円の減額でございます。 

  ２２款町債、１項町債、各項目減額してございますが、今回、９目減収補塡債を新た

に計上しました。具体的には、コロナ禍に伴いまして地方消費税交付金の減額が見込ま

れております。その部分について借金をして穴を埋めるという制度がつくられましたの

で、本町におきましても、１，５００万円の予算を計上して地方消費税交付金の減額に

充てるということを考えてございます。 

  以上が今回の補正予算の内容でございます。何とぞご承認賜りますようお願いいたし

ます。 
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○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、陸平君。 

○住民生活課企画員（陸平志保） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第９号及び第１０号について説明させていただきます。 

  議案第９号、令和２年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３，３４５万３，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億９，３６７万３，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  ４款県支出金では、補正前の額から２，５５３万７，０００円減額し、１２億９，４

３８万５，０００円と定めています。 

  ６款繰入金では、補正前の額から８３２万円減額。 

  ８款諸収入では、補正前の額に４０万４，０００円追加。 

  以上、歳入合計では、補正前の額から３，３４５万３，０００円減額し、１８億９，

３６７万３，０００円と定めています。 

  続きまして、歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額から９６万１，０００円減額し、４，６５１万２，００

０円と定めています。 

  ２款保険給付費では、補正前の額から２，４６９万２，０００円減額。 

  ３款国民健康保険事業費納付金については、補正額はございません。 

  ５款保健事業費では、補正前の額から８８０万６，０００円減額。 

  ８款諸支出金では、補正前の額に１００万６，０００円追加。 

  以上、歳出合計では、補正前の額から３，３４５万３，０００円減額し、１８億９，

３６７万３，０００円と定めています。 

  ５ページをお願いいたします。 
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  ５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  ４款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金２，７３１万円の減額、主に

普通交付金の減額で、保険給付費等の減額による交付金の減額となります。 

  ２目財政対策補助金では１７７万３，０００円追加。 

  ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では８１万６，０００円追加。 

  ２項基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金では９１３万６，０００円減額。 

  ８款諸収入、２項雑入、１目一般被保険者第三者納付金１８万９，０００円追加。 

  ２目一般被保険者返納金では２１万５，０００円追加。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では３４万４，０００円減額、主に職

員手当等の減額となります。 

  ２項徴税費、１目賦課徴収費では６１万７，０００円減額、こちらにつきましても、

職員手当等の減額が主なものでございます。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費及び２目退職被保険者

等療養給付費、１２ページ、１３ページをお願いいたします。３目の一般被保険者療養

費及び５目審査支払手数料、こちらにつきましては、給付費の精査により合計で１，２

５０万２，０００円減額。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費及び３目の一般被保険者高額介護合算

療養費、こちらにつきましても、給付費の精査により合計で１，２１９万円減額。 

  ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分につきましては、財源内訳の変更

を行ってございます。 

  １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

  ５款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費では４００万９，０００円減

額、主に１３節委託料、人間ドック委託料の減額でございます。 

  ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、４７９万７，０００円減

額。 

  １３節の委託料、特定健診委託料の減額で、受診者数の減少による減額となってござ

います。 

  ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金２１万円
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追加。 

  １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

  ８款諸支出金、２項返還金、１目返還金７９万６，０００円追加、過年度分保険給付

費等交付金の返還金を措置してございます。 

  １８ページ、１９ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通し

のほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第１０号について説明させていただきます。 

  議案第１０号、令和２年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第２号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２２４万６，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３，０４４万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款保険料では、補正前の額から１１７万９，０００円減額し、１億２，０１５万３，

０００円と定めています。 

  ３款繰入金では、補正前の額から２００万４，０００円減額。 

  ５款諸収入では、補正前の額に９３万７，０００円追加。 

  以上、歳入合計では、補正前の額から２２４万６，０００円減額し、３億３，０４４

万６，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額から７４万１，０００円減額し、１，２４１万３，００

０円と定めています。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金では、補正前の額から９２万４，０００円減額。 

  ３款保健事業費では、補正前の額から５８万１，０００円減額。 

  以上、歳出合計では、補正前の額から２２４万６，０００円減額し、３億３，０４４

万６，０００円と定めています。 



－ 26 － 

  次のページ、３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につ

きましては、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  １款保険料、１項後期高齢者保険料、１目後期高齢者保険料では１１７万９，０００

円減額。 

  ３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金では２００万４，０００円減額。 

  ５款諸収入、２項雑入、１目雑入では９３万７，０００円追加、過年度分の療養給付

費負担金等の精算による返還金を措置してございます。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  ３、歳出。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５９万４，０００円減額、主に１３節

委託料のシステム改修委託料の減額でございます。 

  １款総務費、２項徴収費、１目徴収費１４万７，０００円の減額。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期

高齢者医療広域連合納付金９２万４，０００円減額、保険料と負担金の減額でございま

す。 

  ３款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費５８万１，０００円減額、人

間ドック費補助金の減額となります。 

  １０ページ、１１ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通し

のほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、宮本君。 

○住民生活課企画員（宮本真里） 

  お願いします。 

  議案第１１号についてご説明いたします。 

  議案第１１号、令和２年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６９３万５，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億９，９０３万４，０００円とする。 
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  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  ３款国庫支出金では、補正前の額より１９４万４，０００円を減額し、３億７，７７

６万１，０００円と定めています。 

  ４款支払基金交付金では、補正前の額より１３５万２，０００円を減額。 

  ５款県支出金では、補正前の額より２０２万２，０００円を減額。 

  ７款繰入金では、補正前の額より１６１万７，０００円を減額。 

  歳入合計では、補正前の額より６９３万５，０００円を減額し、１６億９，９０３万

４，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額より１７０万３，０００円を減額し、５，２９３万円と

定めています。 

  ２款保険給付費では、補正前の額より２８７万３，０００円を減額。 

  ４款地域支援事業費では、補正前の額より３９１万２，０００円を減額。 

  ６款基金積立金では、補正前の額に１５５万３，０００円を追加。 

  歳出合計では、補正前の額より６９３万５，０００円を減額し、１６億９，９０３万

４，０００円と定めています。 

  ５ページから７ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いします。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では５７万６，０００円を

減額。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金では１５万円を減額。 

  ２目介護予防・日常生活支援総合事業交付金では５３万２，０００円を減額。 

  ３目包括的支援・任意事業交付金では６８万６，０００円を減額。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金では７７万７，０

００円を減額。 
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  ２目地域支援交付金では５７万５，０００円を減額。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では３５万９，０００円を減額。 

  ５款県支出金、２項県補助金、１目介護予防・日常生活支援総合事業交付金では２６

万６，０００円を減額。 

  １０ページ、１１ページをお願いします。 

  ５款県支出金、２項県補助金、２目包括的支援・任意事業交付金では３４万３，００

０円を減額。 

  ３目地域医療・介護総合確保事業、施設等整備費補助金では１０５万４，０００円を

減額。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金では３５万９，０００円を

減額。 

  ２目介護予防・日常生活支援総合事業繰入金では２６万６，０００円を減額。 

  ３目包括的支援・任意事業繰入金では３４万３，０００円を減額。 

  ６目その他一般会計繰入金では６４万９，０００円減額。 

  １２ページ、１３ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では１４４万３，０００円を減額、主

なものとしまして、１９節負担金、補助及び交付金の地域医療・介護総合確保事業施設

等整備費補助金１０５万４，０００円を減額しております。 

  １款総務費、３項介護認定調査費、１目認定調査費では２６万円を減額。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス計画給付費では５

００万円を減額。 

  １４ページ、１５ページをお願いします。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費では１

８７万４，０００円を追加。 

  ２目介護予防福祉用具購入費では２５万３，０００円を追加。 

  ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活

支援サービス事業費では２００万円を減額。 

  ２目一般介護予防事業費では１３万円を減額。 

  １６ページ、１７ページをお願いします。 

  ４款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、２目地域包括支援センター

運営費では２１万９，０００円を減額。 

  ３目任意事業費では１１３万２，０００円を減額、主なものとしまして、２０節扶助
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費、在宅老人介護用品給付費１００万円を減額しています。 

  ４目社会保障充実分事業費では４３万１，０００円を減額。 

  ６款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金では１５５万３，

０００円を追加しています。 

  １８ページ、１９ページの給与費明細書につきましては、お目通しのほどよろしくお

願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、山根君。 

○産業建設課企画員（山根康生） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第１２号についてご説明いたします。 

  議案第１２号、令和２年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４，６２６万９，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ３億５７７万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  ２款諸収入、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、３億５７１万７，

０００円。 

  歳入合計では、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、３億５７７万４，

０００円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  １款宅地造成費、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、８，０４３万

３，０００円。 

  歳出合計では、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、３億５７７万４，

０００円と定めてございます。 
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  次の３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますが、お目通しをお願いします。 

  ６ページ、７ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ２款諸収入、１項収益事業収入及び雑入、１目宅地造成事業収入、補正前の額から３，

８５５万７，０００円を減額し、２億３，８１７万５，０００円。 

  ２目雑入、補正前の額から７７１万２，０００円を減額し、６，７５４万２，０００

円、計としまして、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、３億５７１万

７，０００円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  １款宅地造成費、１項宅地造成管理費、１目宅地造成事業費、補正前の額から２，４

２３万９，０００円を減額し、６３５万３，０００円。 

  ２目残土処分場事業費、補正前の額から２，２０３万円を減額し、７，４０８万円。 

  計としまして、補正前の額から４，６２６万９，０００円を減額し、８，０４３万３，

０００円と定めてございます。 

  ８ページ、９ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通しをお

願いします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課課長、三浦君。 

○教育委員会生涯学習課長（三浦 誠） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第１３号についてご説明申し上げます。 

  議案第１３号、令和２年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  令和２年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２万６，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６４９万１，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 
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  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  ３款諸収入、２項貸付金元利収入で、補正前の額に７２万円を追加。 

  ４款繰入金、１項基金繰入金で、補正前の額から８９万４，０００円を減額。 

  ５款寄附金、１項寄附金で、補正前の額に２０万円を追加。 

  歳入合計では、補正前の額に２万６，０００円を追加して６４９万１，０００円と定

めております。 

  続きまして、歳出では、１款総務費、１項総務管理費で、補正前の額に２万６，００

０円を追加。 

  歳出合計も同じく、補正前の額に２万６，０００円を追加して６４９万１，０００円

と定めております。 

  次の３ページから５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款諸収入、２項貸付金元利収入、１目奨学事業貸付金元利収入で、補正前の額に７

２万円を追加、これにつきましては、１名の繰上償還と１名の償還猶予のための増減に

よるものでございます。 

  ４款繰入金、１項基金繰入金、１目奨学基金繰入金で、補正前の額から８９万４，０

００円の減額、これにつきましては、当初予定していました基金繰入れが繰上償還や寄

附に伴う基金繰入れが不要によるものです。 

  ５款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、補正前の額に２０万円の追加、これにつ

きましては、町内の１名の方から寄附をいただいたものであります。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ３、歳出では、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、補正前の額に２万

６，０００円を追加しております。 

  不要となった諸経費と貸付金につきましては、今年度新規申込者が当初見込みより少

なかったことに伴う減額の上、２５節奨学基金積立金に追加するものでございます。 

  １０ページの給与費明細表につきましては、恐れ入りますが、お目通しいただきます

ようよろしくお願いします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課企画員、谷本君。 
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○上下水道課企画員（谷本 誠） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第１４号及び議案第１５号をご説明申し上げます。 

  議案第１４号、令和２年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１７４万８，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，８２６万５，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款分担金及び負担金では、補正前の額に８０万７，０００円を追加し、１８４万４，

０００円と定めています。 

  ４款繰入金では、補正前の額から１７５万５，０００円を減額。 

  ５款町債では、補正前の額から８０万円を減額。 

  以上、歳入合計では、補正前の額から１７４万８，０００円を減額し、１億９，８２

６万５，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款農業集落排水事業費では、補正前の額から１７４万８，０００円を減額。 

  以上、歳出合計では、補正前の額から１７４万８，０００円を減額し、１億９，８２

６万５，０００円と定めています。 

  ４ページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」の変更でございます。 

  今回の変更につきましては、限度額の７２０万円を６４０万円に変更するものです。

起債の目的、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。よろしくお願い

いたします。 
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  次の５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款分担金及び負担金、１項負担金、１目農業集落排水事業負担金では、補正前の額

に８０万７，０００円を追加し、１８４万４，０００円と定めています。農業新規加入

負担金３期分でございます。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金では、補正前の額から１７５

万５，０００円を減額し、１億２，６３６万１，０００円と定めています。 

  ５款町債、１項町債、１目農業集落排水事業債では、補正前の額から８０万円を減額

し、６４０万円と定めてございます。 

  １０ページ、１１ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款農業集落排水事業費、１項農業集落排水事業費、１目総務費では、補正前の額か

ら７７万８，０００円を減額し、１，６６４万８，０００円、主なものとしまして、１

３節委託料の地方公営企業法適用支援業務委託料で、業務委託契約に伴う令和２年度分

の出来高精算により７５万４，０００円を減額してございます。 

  ２目施設維持管理費では、補正前の額から９７万円を減額し、６，３８４万３，００

０円、主なものとしまして、農業集落排水施設の光熱水費精査により９５万円を減額し

てございます。 

  計としまして、補正前の額から１７４万８，０００円を減額し、８，０４９万１，０

００円と定めてございます。 

  １２ページからの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通しをお願い

いたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第１５号をご説明申し上げます。 

  議案第１５号、令和２年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）。 

  令和２年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６１３万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，５９３万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款分担金及び負担金では、補正前の額に２０９万３，０００円を追加し、３５６万

６，０００円と定めています。 

  ２款使用料及び手数料では、補正前の額に３５３万９，０００円を追加。 

  ４款繰入金では、補正前の額に１３０万６，０００円を追加。 

  ６款町債では、補正前の額から８０万円を減額。 

  以上、歳入合計では、補正前の額に６１３万８，０００円を追加し、１億９，５９３

万２，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款公共下水道事業費では、補正前の額に６１３万８，０００円を追加し、６，８１

０万１，０００円と定めています。 

  ２款公債費につきましては、補正はございませんが、財源内訳の変更となるものでご

ざいます。 

  以上、歳出合計では、補正前の額に６１３万８，０００円を追加し、１億９，５９３

万２，０００円と定めています。 

  ４ページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」の変更でございます。 

  今回の変更につきましては、限度額の７２０万円を６４０万円に変更するものです。

起債の目的、利率、償還の方法については変更ございません。 

  次の５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款分担金及び負担金、１項負担金、１目公共下水道受益者負担金では２０９万３，

０００円を追加し、３５６万６，０００円と定めています。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料では３５３万９，０００
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円を追加し、５，６７３万４，０００円と定めています。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金では１３０万６，０００円を

追加し、１億２，５１２万１，０００円と定めています。 

  ６款町債、１項町債、１目公共下水道事業債では８０万円を減額し、６４０万円と定

めています。 

  １０ページ、１１ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款公共下水道事業費、１項公共下水道事業費、１目公共下水道事業費では、補正前

の額に５２９万４，０００円を追加し、２，９２６万９，０００円と定めています。主

なものとしまして、下水道事業基金積立金６３９万９，０００円を措置しているもので

ございます。 

  ２目施設維持管理費では、補正前の額に８４万４，０００円を追加し、３，８８３万

２，０００円と定めています。主なものとしまして、処理場への汚泥量増加に伴う汚泥

処理委託料１４７万円を措置しているものでございます。 

  計としまして、補正前の額に６１３万８，０００円を追加し、６，８１０万１，００

０円と定めています。 

  ２款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子につきましては、今回補正はございま

せん。財源内訳の見直しとなってございます。 

  １２ページからの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通しをお願い

いたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ここで１０時５０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時４０分 

───────────── 

再開 午前１０時４８分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  引き続き提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課企画員、中島君。 

○総務政策課企画員（中島正博） 
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  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第１６号につきましてご説明をいたします。 

  議案第１６号、令和３年度上富田町一般会計予算。 

  令和３年度上富田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６３億１，２００万円と定める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  地方債。 

  第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  一時借入金。 

  第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金の借入れの最高額

は２０億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  １款町税で１６億５，４０４万２，０００円と定めています。 

  ２款地方譲与税で６，１６６万１，０００円。 

  ３款利子割交付金で２５０万円。 

  ４款配当割交付金で１，１００万円。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金で６００万円。 

  ６款法人事業税交付金で２，０００万円。 

  ７款地方消費税交付金で３億２，０００万円。 
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  ８款ゴルフ場利用税交付金で５００万円。 

  ９款環境性能割交付金で６００万円。 

  １０款地方特例交付金で２，９００万円。 

  １１款地方交付税で１８億円。 

  １２款交通安全対策特別交付金で１５０万円。 

  １３款分担金及び負担金で１，９０５万５，０００円。 

  １４款使用料及び手数料で１億３，７６５万３，０００円。 

  １５款国庫支出金で７億８，８１７万８，０００円。 

  １６款県支出金で４億８，９７０万４，０００円。 

  １７款財産収入で４，２４３万８，０００円。 

  １８款寄附金で８，１１０万円。 

  １９款繰入金で２億２，２８５万８，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  ２０款繰越金で１，０００万円。 

  ２１款諸収入で２億１，３５１万円。 

  ２２款町債で３億９，０８０万円。 

  以上、歳入合計では６３億１，２００万円と定めています。 

  次、５ページをお願いいたします。 

  歳出です。 

  １款議会費で８，４２４万１，０００円と定めています。 

  ２款総務費で７億９，９２１万１，０００円。 

  ３款民生費で２１億８，４３５万３，０００円。 

  ４款衛生費で７億８，８２８万９，０００円。 

  ５款農林水産業費で２億４，４３８万１，０００円。 

  ６款商工費で４，６４６万１，０００円。 

  ７款土木費で５億５６１万円。 

  次のページをお願いします。 

  ８款消防費で２億１，３６０万２，０００円。 

  ９款教育費で７億５，３１５万５，０００円。 

  １０款災害復旧費で３１０万円。 

  １１款公債費で６億７，９５９万７，０００円。 

  １２款予備費で１，０００万円。 

  以上、歳出合計では６３億１，２００万円と定めています。 
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  次のページをお願いします。 

  ７ページでございます。 

  「第２表 債務負担行為」です。 

  小学校屋内運動場電灯改修事業で、期間、令和４年度から令和１０年度まで、限度額

１，５００万円と定めています。 

  学校給食センター運営事業、令和４年度から令和５年度まで９，９４０万円。 

  体育施設指定管理事業、令和４年度から令和７年度まで９，２００万円とそれぞれ定

めております。 

  次のページをお願いします。 

  ８ページでございます。 

  「第３表 地方債」です。 

  庁舎非常用発電設備更新事業で、限度額を４，８５０万円と定めています。 

  災害援護資金では３５０万円。 

  道路橋梁等整備事業では６８０万円。 

  消防施設整備事業では２００万円。 

  公民館整備事業では３，０００万円。 

  臨時財政対策債では３億円。 

  合計では３億９，０８０万円と限度額を定めています。起債の方法、利率償還の方法

につきましては、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９ページでございます。 

  歳入歳出予算事項別明細書、１、総括からこの予算書の最終１６３ページまでは、恐

れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  以上が今回の予算の内容でございます。何とぞご承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、陸平君。 

○住民生活課企画員（陸平志保） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第１７号及び第１８号について説明させていただきます。 

  議案第１７号、令和３年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計国民健康保険事業の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９億４，６８１万８，
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０００円と定める。 

  ２項、事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は２億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  ２号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  １款国民健康保険税で３億７，３５２万円と定めてございます。 

  ２款使用料及び手数料で１０万円。 

  ３款県支出金で１３億１，２２６万９，０００円。 

  ４款財産収入で１３万円。 

  ５款繰入金で２億５，２７８万９，０００円。 

  ６款繰越金で１万円。 

  ７款諸収入で８００万円。 

  歳入合計で１９億４，６８１万８，０００円と定めています。 

  続きまして、歳出です。 

  １款総務費で４，８０６万９，０００円と定めてございます。 

  ２款保険給付費で１２億８，１０７万５，０００円。 

  ３款国民健康保険事業費納付金で５億９，０２０万４，０００円。 

  ４款共同事業拠出金で１，０００円。 

  ５款保健事業費で２，３５８万９，０００円。 

  ６款基金積立金で１３万円。 

  ７款公債費で７５万円。 
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  ８款諸支出金で２００万円。 

  ９款予備費で１００万円。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出合計で１９億４，６８１万８，０００円と定めてございます。 

  ５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終ページ、３１ページまでに

つきましては、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第１８号について説明させていただきます。 

  議案第１８号、令和３年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計後期高齢者医療の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億２，６００万８，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５，０００万円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」 

  歳入です。 

  １款保険料で１億２，１２７万１，０００円と定めてございます。 

  ２款使用料及び手数料で１万円。 

  ３款繰入金で２億３７０万６，０００円。 

  ４款繰越金で１万円。 

  ５款諸収入で１０１万１，０００円。 

  歳入合計で３億２，６００万８，０００円と定めてございます。 
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  歳出です。 

  １款総務費で１，１８７万８，０００円と定めてございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金で３億１，１３６万円。 

  ３款保健事業費で２５７万２，０００円。 

  ４款公債費で１８万８，０００円。 

  ５款諸支出金で１万円。 

  歳出合計で３億２，６００万８，０００円と定めてございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終ページ、１８ページまでにつきまして

は、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、宮本君。 

○住民生活課企画員（宮本真里） 

  お願いします。 

  議案第１９号についてご説明します。 

  議案第１９号、令和３年度上富田町特別会計介護保険予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計介護保険の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６億３，４１０万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は２億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  ２号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 
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  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  １款保険料で３億１，９６９万４，０００円と定めています。 

  ２款使用料及び手数料で１，０００円。 

  ３款国庫支出金で３億７，８６７万９，０００円。 

  ４款支払基金交付金で４億１，５４４万３，０００円。 

  ５款県支出金で２億２，９２８万６，０００円。 

  ６款財産収入で１万６，０００円。 

  ７款繰入金で２億８，１６９万９，０００円。 

  ８款繰越金で１万円。 

  ９款諸収入で９２７万２，０００円。 

  歳入合計では１６億３，４１０万円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費で４，８３４万８，０００円と定めています。 

  ２款保険給付費で１４億６，５５２万円。 

  ３款公債費で１５０万円。 

  ４款地域支援事業費で１億１，８２１万６，０００円。 

  ５款諸支出金で５０万円。 

  ６款基金積立金で１万６，０００円。 

  歳出合計では１６億３，４１０万円と定めています。 

  ５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終３７ページまでは、恐れ入

りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、山根君。 

○産業建設課企画員（山根康生） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第２０号についてご説明いたします。 

  議案第２０号、令和３年度上富田町特別会計宅地造成事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計宅地造成事業の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 
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  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５４２万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５，０００万円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入５万１，０００円。 

  ２款諸収入７，５３６万９，０００円。 

  歳入合計では７，５４２万円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  １款宅地造成費７，４６７万円。 

  ２款公債費７５万円。 

  歳出合計では７，５４２万円と定めてございます。 

  ３ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終１４ページにつきましては、

恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、芝君。 

○総務政策課企画員（芝 健治） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第２１号及び議案第２２号についてご説明申し上げます。 

  議案第２１号、令和３年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業の予算は、次に定めるところに

よる。 
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  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４万２，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  まず、歳入でございます。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入１４万１，０００円。 

  ２款繰越金、１項繰越金１，０００円。 

  歳入合計１４万２，０００円と定めております。 

  次に、歳出でございます。 

  １款公債費、１項公債費１４万２，０００円。 

  歳出合計１４万２，０００円と定めております。 

  次の３ページから８ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終ページに

つきましては、恐れ入りますが、目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第２２号でございます。 

  議案第２２号、令和３年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業の予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１万２，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入３１万２，０００円。 

  歳入合計３１万２，０００円と定めております。 

  次に、歳出でございます。 

  １款公債費、１項公債費３１万２，０００円。 
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  歳出合計３１万２，０００円と定めております。 

  次の３ページから８ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終ページに

つきましては、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課課長、三浦君。 

○教育委員会生涯学習課長（三浦 誠） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第２３号についてご説明申し上げます。 

  議案第２３号、令和３年度上富田町特別会計奨学事業予算。 

  令和３年度上富田町特別会計奨学事業の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２２万５，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入１，０００円。 

  ２款繰越金、１項繰越金１，０００円。 

  ３款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料１，０００円、２項貸付金元利収入４７０

万４，０００円。 

  ４款繰入金、１項基金繰入金１５１万８，０００円。 

  歳入合計といたしまして６２２万５，０００円と定めております。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費で６２２万５，０００円と定めております。 

  次のページをお願いいたします。 

  なお、歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終１０ページまでにつきましては、

恐れ入りますが、お見通しをお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課企画員、谷本君。 
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○上下水道課企画員（谷本 誠） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第２４号及び議案第２５号をご説明申し上げます。 

  議案第２４号、令和３年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計農業集落排水事業の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億７３万３，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  地方債。 

  第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  一時借入金。 

  第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  １款分担金及び負担金で１０３万７，０００円と定めています。 

  ２款使用料及び手数料で６，３８０万円。 

  ３款財産収入で７，０００円。 

  ４款繰入金で１億２，６３３万９，０００円。 

  ５款町債で９５０万円。 

  ６款諸収入で５万円。 

  以上、歳入合計では２億７３万３，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 
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  １款農業集落排水事業費で８，２９２万４，０００円と定めています。 

  ２款公債費で１億１，７８０万９，０００円。 

  以上、歳出合計では２億７３万３，０００円と定めてございます。 

  ４ページをお願いします。 

  「第２表 地方債」でございます。 

  起債の目的、１、農業集落排水事業、限度額９５０万円。起債の方法、利率、償還の

方法につきましては、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終２０ページにつきましては、

恐れ入りますが、お目通しをお願いします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第２５号をご説明申し上げます。 

  議案第２５号、令和３年度上富田町特別会計公共下水道事業予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計公共下水道事業の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，０３３万５，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  地方債。 

  第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  一時借入金。 

  第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 



－ 48 － 

  １款分担金及び負担金で２３５万９，０００円と定めています。 

  ２款使用料及び手数料で５，７５３万５，０００円。 

  ３款財産収入で１２万円。 

  ４款繰入金で１億２，０６２万１，０００円。 

  ５款繰越金で２０万円。 

  ６款町債で９５０万円。 

  以上、歳入合計では１億９，０３３万５，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款公共下水道事業費で５，９３２万５，０００円と定めています。 

  ２款公債費で１億３，１０１万円。 

  以上、歳出合計では１億９，０３３万５，０００円と定めています。 

  ４ページをお願いします。 

  「第２表 地方債」でございます。 

  起債の目的、１、公共下水道事業、限度額９５０万円。起債の方法、利率、償還の方

法につきましては、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終２０ページにつきましては、

恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課課長、橋本君。 

○上下水道課長（橋本秀行） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第２６号をご説明いたします。 

  議案第２６号、令和３年度上富田町水道事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、令和３年度上富田町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

  １号、給水戸数７，１００戸。２号、年間総配水量６６８万立方メートル。３号、１

日平均配水量１万８，３００立方メートル。４号、主要な建設改良事業の概要、配水設

備改良事業費２億８，８９２万円。 

  ２ページをお願いします。 
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  収益的収入及び支出。 

  第３条、収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。 

  収入。 

  第１款水道事業収益５億３，４４６万９，０００円。第１項営業収益４億７，５１６

万７，０００円、第２項営業外収益５，９３０万１，０００円、第３項特別利益１，０

００円。 

  支出。 

  第１款水道事業費用４億７，６０４万９，０００円。第１項営業費用４億３，４２２

万１，０００円、第２項営業外費用３，８８２万７，０００円、第３項特別損失１，０

００円、第４項予備費３００万円。 

  ３ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億５６３万２，０００円は、損益勘

定留保資金７，９７４万１，０００円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，５

８９万１，０００円で補塡するものとする。 

  収入。 

  第２款資本的収入２億７，４３０万円。第１項工事負担金４００万円、第２項他会計

負担金３０万円、第３項企業債２億７，０００万円。 

  支出。 

  第２款資本的支出３億７，９９３万２，０００円。第１項建設改良費２億８，９４２

万円、第２項企業債償還金９，０５１万２，０００円。 

  ４ページをお願いいたします。 

  企業債。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

  起債の目的、岩田地区配水管布設替工事費、限度額２億７，０００万円。起債の方法

利率、償還の方法につきましては、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  一時借入金。 

  第６条、一時借入金の限度額は５億円と定める。 

  予定支出の各項の経費の金額の流用。 

  第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 
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  営業費用と営業外費用との相互の流用。 

  ５ページをお願いいたします。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費。 

  第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

  職員給与費５，９１４万３，０００円。 

  棚卸資産購入限度額。 

  第９条、棚卸資産の購入限度額は、１，５００万円と定める。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  なお、６ページから最終３５ページにつきましては、恐れ入りますが、お目通しのほ

どよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  会計管理者、十河君。 

○会計管理者（十河貴子） 

  よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第２７号につきまして説明させていただきます。 

  議案第２７号、令和３年度上富田町特別会計朝来財産区予算。 

  令和３年度上富田町の特別会計朝来財産区の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６００万１，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和３年３月８日提出、朝来財産区管理者、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入４４３万円。 

  ２款繰越金１万円。 

  ３款繰入金１５６万１，０００円。 

  歳入合計としまして６００万１，０００円と定めてございます。 

  歳出でございます。 
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  １款委員会費１８８万７，０００円。 

  ２款総務費４１１万４，０００円。 

  歳入合計を６００万１，０００円と定めてございます。 

  次の３ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１、総括から最終１０ページの給与費明

細書につきましては、恐れ入りますが、お目通しのほどお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、宮本君。 

○住民生活課企画員（宮本真里） 

  お願いします。 

  議案第２８号についてご説明いたします。 

  議案第２８号、和解及び損害賠償の額の決定について。 

  令和２年４月２６日、５月１０日、５月３１日、６月１日、１０月１０日、１１月１

７日、１１月１８日に実施予定だった集団検診事業の中止及び延期に伴う和解及び損害

賠償について、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

  １、和解及び損害賠償の相手方。和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５０４番地の８、

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター附属健康増進センター、和歌山診療所

センター長下光輝一。 

  ２、和解及び損害賠償の理由。本件は新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、

令和２年４月２６日、５月１０日、５月３１日、６月１日、１０月１０日、１１月１７

日、１１月１８日に実施予定だった集団検診事業を中止及び延期したものである。 

  集団検診事業は、令和２年４月１日付で締結した上富田町集団検診事業に関する契約

に基づき、町が相手方に委託して実施するものであった。 

  当該契約第６条において、集団検診の中止及び延期に当たっては、補償として医師の

派遣料等相当分を本町が支払うことになっているため、本町が負担する額を定め、和解

するものである。 

  ３、和解及び損害賠償の内容。１、町は本件に伴う損害賠償として相手方に３４万５

５０円を支払う。２、相手方と町の間に本件について１に掲げる損害賠償のほか何ら債

権債務がないことを相互に確認する。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  本案につきましては、新型コロナウイルス感染状況等により集団検診を中止または延

期したために発生した医師のキャンセル料等について支払うものとなります。 
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  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、木村君。 

○住民生活課企画員（木村陽子） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第２９号について説明いたします。 

  議案第２９号、公の施設の指定管理者の指定について。 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を

指定することについて、議会の議決を求める。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称。上富田福祉センター。 

  ２、指定管理者となる団体。和歌山県西牟婁郡上富田町朝来７５５番地の１、社会福

祉法人上富田町社会福祉協議会会長三栖徹。 

  ３、指定の期間。令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで。 

  提案理由。 

  上富田福祉センターについて、上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例第５条の規定により社会福祉法人上富田町社会福祉協議会を指定管理者に引き

続き指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 

  今回の非公募による指定につきましては、参考資料１ページ、選定理由をご覧くださ

い。 

  理由としましては４点ございます。 

  まず１つ目は、上富田町指定管理者制度運用指針の非公募による選定理由に沿っての

判断となります。指針には、非公募による選定では施設の性格、規模、機能、経緯等を

考慮し、適切な運営を確保するために必要と認められる次のような場合には、公募によ

らない選定とすることも可能とするとなっております。今回の候補者である社会福祉協

議会は、記載の３点が当てはまるものと考えられます。 

  ２つ目では、社会福祉協議会は社会福祉法に位置づけされており、地域福祉の推進を

行うこととされております。 

  ２ページをお願いします。 

  ３つ目は、令和２年３月に作成されました上富田町地域福祉計画にも位置づけされて

おり、行政と協力し合って実践することとなっております。 

  ４つ目は、記載の日程により選定会議を開催し、その判定結果により判断したものと
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なります。 

  ３ページに記載の社会福祉協議会の事業実施には、調理場が必要となる配食サービス

等、福祉センターを活用しなければ実施困難な事業もあります。また、地域福祉の推進

においては、町行政と連携して行うことが重要と考え、お互いの近い距離が利点は大き

いと思われます。 

  以上の理由により、上富田福祉センター指定管理者には社会福祉法人上富田町社会福

祉協議会が適正と判断します。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課課長、三浦君。 

○教育委員会生涯学習課長（三浦 誠） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第３０号についてご説明申し上げます。 

  議案第３０号、公の施設の指定管理者の指定について。 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を

指定することについて、議会の議決を求める。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称。上富田スポーツセンター、上富田

町若もの広場、市ノ瀬体育館。 

  ２、指定管理者となる団体。和歌山県西牟婁郡上富田町生馬３１６番地の５５、一般

社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会代表理事柏木壽夫。 

  ３、指定の期間。令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで。 

  提案理由。 

  上富田スポーツセンター、上富田町若もの広場、市ノ瀬体育館について、上富田町公

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により一般社団法人南紀

ウエルネスツーリズム協議会を指定管理者に引き続き指定するため、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

  今回の非公募による指定につきましては、参考資料１ページ、選定理由をご覧くださ

い。 

  理由としましては、３点ございます。 

  まず１点目は、令和２年９月に作成されました上富田町指定管理者制度運用指針の非

公募による選定理由に沿っての判断となります。指針には、非公募による選定では施設

の性格、規模、機能、経緯等を考慮し、適切な運営を確保するために必要と認められる
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次の場合には、公募によらない選定とすることも可能とするとなっております。今回の

候補者である一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会は、記載の３点が当てはま

るものと考えられます。 

  ２ページをお願いします。 

  ２点目では、第２期上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略での位置づけ。南紀ウ

エルネスツーリズム協議会は「くちくまのウエルネスタウン構想」を実施する事業所で

あり、町とともに取り組んできました。 

  ①のスポーツ観光推進事業です。スポーツ観光の拠点となる上富田スポーツセンター

の運営を中心に、スポーツ合宿の誘致、宿泊施設や仕出しなどの飲食店等、周辺観光施

設も含めた地域経済の活性化を目指し、取り組んでこられました。 

  ②の町民健康増進と介護予防です。スポーツセンター及びスポーツサロンの運営によ

り、今まで運動に関わっていなかった方々がシニアエクササイズやウォーキングなどで

健康に意識される方も増えてきました。また、食育交流センターでは、成長盛りの家庭

を対象とし、食育のための料理教室やトレーニング後に効果的な食育指導に取り組んで

こられました。 

  ３点目は、選定評価です。南紀ウエルネスツーリズム協議会から提出のあった次年度

以降の事業計画書及び収支予算書、収支決算書等を基に教育委員会にてヒアリングを行

い、その後、選定の評価を行いました。 

  施設管理においては、スポーツサロンには、日本スポーツ協会公認のアスレチックト

レーナー２名を軸に、専属スタッフ８名によるきめ細かい利用サービスを行うことがで

きること、また、公益財団法人日本体育施設協会公認の上級管理士がグラウンド等の整

備の中心となり、その成果からもラグビーのワールドカップの公認キャンプや全日本ラ

グビーチーム、Ｊリーグサッカーチームなどの受入れや実業団、大学等の合宿のリピー

ト率向上など、当該施設の知名度、信頼度を向上させていること。加えて、旅行業を取

得していることから、宿泊や食事の手配まで利用者の様々な要望に応えられるワンスト

ップ窓口の体制が整っていること。ウエルスタウン構想の実現については、町行政と連

携・協働が不可欠である。今後、各種事業を実施する上においても、充実した実施体制

や事業実績をはじめ、今後の事業計画を収支予算を基に多面的に評価を行った内容から

も、指定管理者における事業所の評価は適正であると同時に、非公募による選定する団

体に値すると判断しました。その判定評価内容を教育委員さんに報告し、意見をいただ

きつつ確認をしていただき、非公募による選定については妥当だと認めていただきまし

た。 

  以上の理由により、上富田町体育施設の指定管理者には、一般社団法人南紀ウエルネ
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スツーリズム協議会が適正と判断します。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、山根君。 

○産業建設課企画員（山根康生） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第３１号から第３３号についてご説明いたします。 

  議案第３１号、町道路線の認定について。 

  道路法第８条第２項の規定に基づき、別紙町道の路線を認定する。 

  記。 

  別紙のとおり。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  お手元の参考資料によりご説明いたします。 

  １ページをお願いいたします。 

  市ノ瀬地区の道路１路線の町道路線認定調書でございます。 

  路線番号３１０４、路線名、後代２号線、延長１００．１６メートル、幅員が５メー

トルから１０．３メートル。 

  なお、次のページに認定路線位置図を添付しておりますので、お目通しをお願いいた

します。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３２号についてご説明申し上げます。 

  議案第３２号、町道路線の変更について。 

  道路法第１０条第２項の規定に基づき、別紙町道の路線を変更する。 

  記。 

  別紙のとおり。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  参考資料の３ページをお願いいたします。 

  大谷地区の道路１路線の町道路線変更調書でございます。 

  路線番号が１００２、路線名が船越２号線、延長７２．３７メートル、幅員４メート

ルから６．１メートル。 

  なお、次のページに変更路線位置図を添付しておりますので、お目通しをお願いいた

します。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  続きまして、議案第３３号についてご説明申し上げます。 

  議案第３３号、町道路線の廃止について。 

  道路法第１０条第１項の規定に基づき、別紙町道の路線を廃止する。 

  記。 

  別紙のとおり。 

  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  参考資料の５ページをお願いいたします。 

  大谷地区の道路１路線の町道路線廃止調書でございます。 

  路線番号１００１、路線名、船越１号線、延長１８４．８７メートル、幅員４．４メ

ートルから４．６メートル。 

  なお、次のページに廃止路線位置図を添付しておりますので、お目通しをお願いいた

します。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、中島君。 

○総務政策課企画員（中島正博） 

  よろしくお願いいたします。 

  私のほうからは、議案第３４号についてご説明をいたします。 

  議案第３４号、町有財産の処分について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基

づき、下記のとおり町有財産の売払い契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項

第８号の規定によって議会の議決を求める。 

  １、売却の目的。旧畜産団地の用地、定住促進住宅の旧駐車場用地及び県がテニスコ

ートとして利用していた用地を交換し、本町の所有とした用地並びにその上に所在する

建物等を売り払う。 

  ２、売却する財産の所在及び地目、面積（別紙参照）。土地の所在、上富田町朝来３

５４８番地７外１３筆。土地の地目、山林、宅地、公衆用道路、雑種地。土地の面積、

約２万８７２平方メートル（１４筆合計）。建物等、鉄骨造平屋建、一部２階建１２棟

外附帯設備。 

  ３、売却金額。金６，０００万円。土地販売価格予定額２億３００万円から既存建物

等の解体撤去費１億４，３００万円を相殺した価格。 

  ４、売却の相手方。和歌山県田辺市上の山１丁目１５番２２号、株式会社尾花組、代

表取締役社長谷口庸介。 
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  令和３年３月８日提出、上富田町長奥田誠。 

  本件につきましては、朝来字荒堀にあります旧の畜産団地の用地等１４筆を全体とし

て公募面積が約２万８７２平方メートルでございますが、これを斜面地を含めた一体の

ものとして、４に記してございますとおり株式会社尾花組に売却するものでございます。 

  なお、この用地には公衆用道路が含まれておりましたので、先ほど町道の変更や廃止

の議案も提案させていただいております。 

  当該土地の上に所在する旧の牛舎やその附帯設備、テニスコートとして使用していた

ときの照明設備等、これらは老朽化して通常の使用には耐えない状態でございますが、

これらも現状あり姿のまま売却し、尾花組様のほうで１年以内に解体撤去作業を行うこ

ととしてございます。 

  売却金額につきましては、当該土地については、土地鑑定評価の結果、２億３００万

円、解体撤去作業費につきましては、先方からの見積り金額１億４，３００万円、これ

は当方で別に取得しました見積りと比べて安価でございましたので、こちらを採用し、

両方相殺しまして差額の６，０００万円を売却金額とするものでございます。 

  議案の次のページに、参考資料といたしまして土地売買の仮契約書と処分地の内訳書

を添付してございます。仮契約書の最終、第１５条に議会の議決を得たときに本契約が

成立するものとなってございます。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって日程第３８号までの提案理由の説明を終了します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております日程第２０ 議案第１６号、令和３年度上富田町一般

会計予算の件から日程第３１ 議案第２７号、令和３年度上富田町特別会計朝来財産区

予算の件までの１２件につきましては、委員会条例第５条の規定に基づき、１１人をも

って構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思

います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１６号から議案第２７号については、予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条
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例第７条第３項の規定に基づき、議長を除く全議員を指名いたしますので、よろしくお

願いをいたします。 

  暫時休憩をしますから、委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いしま

す。 

  暫時休憩します。 

  なお、予算審査特別委員会を開催するに当たり、再開がお昼時間を少し経過するかも

分かりませんのでご了承ください。 

  第１委員会室まで移動願います。 

───────────── 

休憩 午前１１時５２分 

───────────── 

再開 午後 ０時０４分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選をしていただきましたので、報告いたし

ます。 

  委員長に、７番、田上明人君、副委員長に、１２番、木本眞次君が就任されました。 

  委員長はじめ委員の皆様、大変ご苦労さまですが、よろしくお願いをいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  次回は、３月１５日午前９時００分となっていますので、ご参集をよろしくお願いし

ます。 

  追加議案の関係で、総務教育常任委員会及び議会運営委員会の開催をお願いします。 
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  先に総務教育常任委員会を開催していただき、その後、議会運営委員会の開催をお願

いします。 

 

延会 午後０時０５分 

 


